
内部統制システム基本方針 

 

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システム構築に関する基本方針を決

定する。 

 

１．当社の取締役および従業員ならびに子会社の取締役等および従業員の職務執行が、法令・定款に適合する

ことを確保するための体制 

（１）当社グループでは、社員一人ひとりが大切にする企業理念として、「Pigeon Group DNA・Pigeon Way」

を設定している。「Pigeon Group DNA」は「経営理念」「社是」で構成されており、ピジョングルー

プの核であり、この先も貫いていくものである。「Pigeon Way」は「存在意義」「Spirit」で構成され

ており、当社グループが社会において存在する意味とすべての活動における“心”と“行動”の拠り所

である。この Pigeon Group DNA と Pigeon Way に基づき企業倫理指針と行動規範からなる企業倫理

綱領等のコンプライアンス関連規程を定め、当社グループの役員および従業員が法令はもとよりすべて

の社会規範およびその精神を遵守し、高い倫理観をもって行動するための規範として位置付けている。 

（２）当社グループにおけるコンプライアンスを適切かつ円滑に推進するため、代表取締役社長または代表取

締役社長から委任された経営役員または事業役員を委員長とするリスクマネジメント委員会において、

コンプライアンス統括部門および同責任者を選任する。コンプライアンス統括部門は、コンプライアン

スに関する規程その他の仕組みの制定・維持、コンプライアンス教育を中心とする啓蒙の主導・推進と

いう役割を担い、また、コンプライアンスにかかるインシデント等の問題が発生した場合には、リスク

マネジメント委員会と連携し、案件の内容や性質に応じて外部弁護士へも適宜相談等を行った上で、当

該問題への対応を行う。 

（３）社内向け内部通報制度として「スピークアップ窓口」、取引先向け内部通報制度として「ピジョン・パ

ートナーズライン」を設置し、不正行為の早期発見を図る。社内外で問題が発見された場合には、関係

規程等に基づき、連絡・相談者の保護に十分配慮した上で、事実関係の調査を実施する。各事案に応じ

て、常勤監査役または GHO コンプライアンス統括部門を管掌する経営役員は、当該調査結果等をもと

に、対処や是正措置等の要否およびその内容を決定し、GHO コンプライアンス統括部門は、その実施

を主導する。なお、当該内容は、上位会議（経営会議または取締役会）に報告されるものとする。 

（４）反社会的勢力との関係排除を行動規範に定め、教育・研修を実施するとともに、不当要求防止責任者の

選任など実践的運用のための社内体制を整備し徹底する。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程、秘密情報管理細則および IT 管理規程に従い

文書または電磁的媒体に記録し保存する。取締役および監査役は、これらの文書等を常時閲覧できるもの

とする。 

 

３．当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）当社グループのリスクマネジメント対応を体系的に定めるリスクマネジメント方針およびリスクマネジ

メント規程に基づき、委員長、委員長が選任する委員およびリスクオーナーを構成員とする GHO リス

クマネジメント委員会を設置する。同委員会は、各事業セグメントから集約した（２）に掲げる重点リ

スクカテゴリを中核とする当社グループ全体のリスク情報を網羅的に収集し、分析・評価し、自らまた

は事業セグメントを通じて、対応策を検討・実施する。加えて、GHO リスクマネジメント委員会のも



とに、事業セグメント毎に、各事業セグメントの統括責任者を委員長とするリスクマネジメント委員会

を設置する。同委員会は、各々の事業セグメントに係るリスク情報を、同セグメント下の子会社に係る

リスク情報をも含め、収集し、分析・評価し、対応策を検討・実施する。 

（２）当社グループでは、GHO リスクマネジメント委員会において決定した重点リスクとして、「コンプラ

イアンス」「財務」「経営管理・統制」「人権」「情報セキュリティ」「SCM（サプライチェーンマネ

ジメント）」「顧客苦情」を設定し、当該重点リスクに関しては、GHO リスクマネジメント委員長が

選任するリスクオーナーが中心となって、特にグループ横断でのリスク管理およびリスクへの対応を行

う。 

（３）内部監査部門は、経営戦略担当部門、経理財務担当部門、法務担当部門、人事担当部門および総務担当

部門と連携して、各部門および子会社のリスク管理の状況を監査する。 

（４）大規模災害等、当社グループに対する危機が生じた場合には、リスクマネジメント規程および事業継続

計画（BCP）に基づき速やかにリスクマネジメント委員会を開催し、損失の極小化および復旧に向けて

対応する。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 

（１）中期経営計画および単年度の経営計画の策定により、会社として達成すべき目標を明確化し、経営の最

重要課題を確実に実行する。 

（２）取締役会は、経営の意思決定を合理的かつ効率的に行うとともに、会社は、経営戦略に対する助言と意

思決定の客観性およびコーポレートガバナンスの向上を目的として社外取締役を選任する。さらに社外

取締役による問題提起を含め社内外の取締役および監査役の活発な意見を引き出す運営を行い、業務執

行の管理監督機能を強化する。また、委任型執行役員制度および執行役員制度により経営の意思決定・

監督機能と業務執行の相互連携を図るとともに取締役の執行責任を明確化する。 

（３）取締役会の機能を強化、充実させるため、代表取締役社長ならびに代表取締役社長の指名する取締役お

よびグループ執行役員が出席する経営会議を毎月 2 回程度の頻度で開催し、業務執行および重要施策

の意思決定を機動的に行うことにより課題の早期解決を図る。 

 

５．当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

（１）当社は、職務分掌・権限規程を定めて各部署の職務範囲および各職務の承認プロセスを明確にし、当該

規程に基づいて取締役および従業員は業務を遂行する。また、グループ会社管理規程において当社子会

社の当社への承認事項および報告事項を定め、当社子会社は当該規程に基づいて必要となる当社からの

承認または当社への報告を経たうえで業務を遂行する。 

（２）事業本部責任者または本部長は、主管する子会社の取締役に対し業務執行状況を適宜確認し、四半期ご

とに子会社の業績および業務執行状況を当社の取締役会に報告する。 

（３）監査役は、定期的に子会社取締役による業務執行状況を監査するほか、子会社監査役との連携により内

部統制の整備および運用状況を監視する。なお、当社および子会社の監査役は必要に応じて監査役連絡

会を実施する。 

（４）内部監査部門は、当社グループ全体の業務執行の適法性、効率性の実施状況を監査する。 

（５）財務報告の信頼性および適正性を確保するため、当社およびグループ会社は金融商品取引法の定めに従

い、健全な内部統制環境の確保に努め、全社レベルで統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができる

よう内部統制システムを構築し、適切な運用に努める。 

 



６．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項ならびに

その従業員の取締役からの独立性および監査役の指示の実効性に関する事項 

監査役の求めに応じて補助者を置くものとし、補助者を置いた場合の当該補助者の人事については監査役

の意見を尊重する。また、監査役の補助者への指示は取締役から独立して行われるものとし、補助者は監

査役の指示に基づきその業務を行う。 

 

７．当社の取締役および従業員ならびに子会社の取締役・監査役等および従業員が監査役に報告するための体

制その他の監査役への報告に関する体制 

（１）取締役および従業員は、監査役に対して、法定の事項以外に当社および当社グループに重大な影響をお

よぼす事項、内部監査の状況、スピークアップ窓口による通報状況をすみやかに報告する。 

（２）監査役は、取締役会のみならず経営会議に出席し、審議事項に関して必要があるとき、または求めに応

じて意見を述べることができる。 

（３）取締役会および経営会議の議事の経過の要領および結果は、都度、経営戦略担当部門より監査役に通知

される。 

（４）当社の取締役および従業員ならびに子会社の取締役・監査役等および従業員またはこれらの者から報告

を受けた者は、当社グループに著しい影響を及ぼす事項、当社グループに著しい損害を及ぼす事項また

はコンプライアンス上重要な事項について、スピークアップ窓口を通じて直接監査役に報告することが

できる。なお、報告者に対して不利益な取り扱いを行わないものとする。 

（５）会社は、監査役または監査役会から監査役の職務の執行について生じた合理的な費用または償還の請求

があった場合はすみやかに処理をするものとする。 

 

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

社外監査役には主に公認会計士または弁護士等の財務、法務など企業活動に対する見識豊富な人材を登用

し、監査役監査の環境充実を図るとともに、内部監査部門との連携により適切で効果的な監査業務の遂行

を図る。 

以上 

平成１８年５月２２日制定 

平成２０年４月２８日改訂 

平成２１年１月２６日改訂 

平成２２年２月２２日改訂 

平成２３年２月２１日改訂 

平成２４年２月２０日改訂 

平成２４年４月２６日改訂 

平成２５年２月２５日改訂 

平成２６年３月 ３日改訂 

平成２７年２月２３日改訂 

平成２７年５月 １日改訂 

平成２８年３月 ７日改訂 

平成２９年３月 ６日改訂 

平成３０年３月 ５日改訂 

平成３１年３月 ４日改訂 



令和元年１２月 ２日改訂 

令和４年１２月１３日改訂 

令和５年 ２月１４日改訂 

２０２４年５月１４日改訂 

２０２５年２月１４日改訂 

２０２５年１２月９日改訂 

２０２６年３月２７日改訂 


